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愛知文教女子短期大学は、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実

施基準)」 (平成 1 9 年 2 月 1 5 日文部科学大臣決定、平成 26 年 2 月 1 8 日改正)の趣旨や内容

を踏まえ、公的研究費の不正使用の防止、適正かつ効率的な研究費の管理・監査を行うための体制 

を本学の「公的研究費の管理規程 」に基づき、下記の通り定める。 

 
 

【公的研究費の運営・管理体制】の明確化 
 

(1) 最高管理貿任者:学長  

研究機関全体を統括し、公的研究費の運営、管理について最終責任を負う。 

 

(2)  統括管理責任者:本部長  

最高管理責任者を補佐し、公的研究費の運営、管理について研究機関全体を統括する実質的 

な責任と権限を持つ。 

 

(3) コンブライアンス推進責任者:学術研究委員会委員長 

 研究機関内における公的研究費の運営管理について実質的な責任と権限を持つ。 

コンブライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示の下、次に掲げる業務を行う。 

①不正使用防止計画に基づき、公的研究費を用いて研究を行う者および公的 研究の

使用、管理に関与する者(以下『研究者等  j    という)に対して、コンブライアン

ス教育を実施すること。また、その実施状況等を管理監督し、統括管理責任者に報

告すること。 

②研究者等が、適正に公的研究費の管理、執行をしているか等をモニタリングし、 

必要に応じて改善を指示すること。 

 
(4) コンブライアンス副推進責任者:学務課長  

コンブライアンス推進責者を補佐し、公的研究費の適正な使用に対する具体的な対策を実

施するとともに、コンブライアンス推進責任者に対し実施状況を報告するものとする。 

 

 (5) 相談窓口:総務課  

公的研究費の使用に関するルールや事務手続き等について、相談を受け付ける窓口 

  

 (6) 通報窓口:総務課  

機関内外からの公的研究費の使用、管理に対する通報を受け付ける窓口 

〒492-8521 愛知県稲沢市稲葉 2-9-17    TEL  0587-32-5169 FAX 0587-34-2870 

 

(7)  不正防止計画推進部署:研究費不正防止委員会  

不正の発生要因を把握し、具体的な不正防止計画を策定、実施を行う。 

 

(8)  内部監査部門:総務課  

公的研究費内部監査手続要領に基づき、執行状況および不備等の監査を行う。 

 

【発注・検収・決済体制】の確立 

 



(1) 発注 

予算執行システムにより、購入する物品についての執行決裁を受けた後、研究者により発注 

を行う。 

決裁者は、購入する物品が研究内容に沿ったものか等を確認するととともに、その執行 

に対し疑義がある場合には、研究費不正防止委員会に諮り、その妥当性を判断しなければ

ならない。 

 
 

(2) 検収 

物品の納入後は、検収部署(図書:図書館、図書以外:総務課)にて検品を行い、会計上

備品となるものについては備品ラベルを、図書については図書ラベルを貼付した上で、研

究者へ納品を行う。 

研究者が物品の立替購入をした場合には、購入物品と併せて品名、数量、金額が記載された領

収書を貼付し、検収部署にて検収を受ける。 

旅費については、原則、利用した交通機関の領収書および報告書を総務課へ提出し、確認を行

うこととする。 

その他の事項については、学技法人足立学園経理規程および関連する本学規程、関係法 

令等によることとする。 

 

(3) 支払 

大学名および研究者名宛の請求書に基づき、銀行振込による支払を原則とする。ただし、や

むを得ない理由により、短大宛請求による支払が不可能な場合には、研究者による立替 

購入を認める。 

 

【不正使用に係る調査と措置】及び懲戒について 

 公的研究費の使用、管理に関して通報を受けた場合等、不正使用の疑義が生じた場合には、

最高管理責任者は、速やかに研究費不正防止委員会に命じて必要な調査を行うものとする。 

また、最高管理責任者は必要に応じて調査の対象研究者等に対し、当該公的研究費の使用 

停止を命ずることができる。 

 

調査の結果、公的研究費の不適正な使用の事実があると認定された場合については、本学 

規程により処分する。 

 

また、不適正な使用に関与した業者については、以後の取引について一定の期間停止する。 

 

【その他】 

上記以外の事項が生じた場合については、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガ

イドライン(実施基準)」(平成 1 9 年 2 月 1 5 日文部科学大臣決定、平成 26 年 2 月 1 8 

日 改正)、その他関係法令等に定めるところ、またはその趣旨に準じて取り扱うものとする。 

 

  


